
 

水道局東京赴任職員公舎貸与要綱 

 

（平成26年３月１日 局長決） 

（最近改正 平成27年４月17日 研修・厚生担当課長決） 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市水道局職員公舎貸与規程（昭和 48年大阪市水道事業管理規程第５

号。以下「規程」という。）第 13条の規定に基づき、水道局東京赴任職員公舎（以下「公舎」とい

う。）の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（入居者） 

第２条 公舎に入居する者は、東京赴任を命じられた職員で局長が必要と認めた者とする。 

（誓約書の提出） 

第３条 前条の規定により公舎に居住する者は、水道局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約

書（様式第１号）を局長に提出しなければならない。 

（公舎の返還） 

第４条 局長は、規程第９条の規定により公舎の返還を命ずるときは、水道局東京赴任職員返

還命令書（様式第２号）を交付する。 

２ 居住者が公舎を返還しようとするときは、水道局東京赴任職員公舎返還届（様式第３号）を

局長に提出しなければならない。 

（公舎の面積基準） 

第５条 公舎として設定する不動産賃貸物件の面積基準については、国家公務員宿舎法施行規

則第 11条及び住生活施策に関して地方公共団体等の責務や基本的な事項を定めた住生活基

本法に基づく住生活基本計画の居住水準をもとに別表１のとおり定める。 

（公舎の賃貸料基準） 

第６条 公舎用賃貸住宅の賃貸契約にあたり設定する賃貸料基準については、経済社会状況（賃

貸住宅の相場動向）等を勘案し、その額を設定するものとする。 

なお、基準額の設定にあたっては、公舎を設定する直近期の取引状況等をもとに算定した指

標等（５年毎に改訂）により別表２のとおり定める。 

（遵守事項） 

第７条  居住者は、大阪市公舎貸与条例（昭和 24年大阪市条例第 20号）、規程、この要綱その

他の関係諸規定を遵守しなければならない。 

（施行の細目） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が別途定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成26年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年4月17日から施行する。 

 



 

 

別表１ 

 単身 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上 摘要 

担当係長 
25～40㎡ 

未満 

30～55㎡ 

未満 

40～70㎡ 

未満 
50～70㎡ 

国家公務員宿舎法

第11条規格ｃ以下 

係員 同上 同上 
40～55㎡ 

未満 
50～55㎡ 

国家公務員宿舎法

第11条規格ｂ以下 

 

別表２ 

 単身 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上 

担当係長 120,000円程度 170,000円程度 220,000円程度 220,000円程度 

係員 同上 同上 170,000円程度 170,000円程度 



（様式第１号） 

 

水道局東京赴任職員公舎入居届及び使用誓約書 

 

平成  年  月  日 

 

 水道局長 様 

 

 

所  属  

職員番号 
 

氏  名 印 

 

 私は、次のとおり水道局東京赴任職員公舎に入居しましたので、届け出ます。 

 今後は、大阪市公舎貸与条例、大阪市水道局職員公舎貸与規程、水道局東京赴任職員公

舎貸与要綱その他諸規定を遵守して居住することを誓約いたします。 

 

記 

 

１ 公舎名称 水道局東京赴任職員公舎 

２ 所在地  

３ 入居日 平成  年  月  日 

４ 同居者 

続 柄 氏    名 生年月日 職  業 備  考 

     

     

     

     

     

 

 

 



（様式第２号） 

 

 

水道局東京赴任職員公舎返還命令書 

 

 

氏  名 

 

 

 公舎の居住指定を解除したので、平成  年  月  日までに公舎を返還するよう命じる。 

 

 

 

 

平成   年  月  日 

水道局長         

 

 



（様式第３号） 

 

水道局東京赴任職員公舎返還届 

       

      平成 年 月 日 

 

水道局長 様 

 

 

所  属 

職員番号 

氏  名            印 

 

 

 

 

平成  年  月  日をもって水道局東京赴任職員公舎を返還します。 


